
 

 

 

 

秩序ある水辺空間の創出に向けて、沈船の処理を促進することで、 

係留環境の向上及び船舶の増加に対応可能な水域を確保します。 

 

 

 

 

 

  

【補助対象者】次の全てを満たす船舶（事業用の船舶を除く。）の所有者 

・県管理水域内等（県が管理する河川、港湾、漁港の公共水域及び公共海岸、普通海域、児島湖

面その周辺の陸域)の放置等禁止区域に存する沈船※ 

・令和 7 年４月１日から 6 月 30 日までの間に県担当者の立会により沈船と確認され、FRP 船リサ

イクルシステムを利用し廃船処理された船舶 

※沈船：船舶の喫水以上の潮位において海底に着底し、船舶の全部又は一部が水没する船舶 

（水没が写真等で確認できる、又は船体に水没の形跡が認められる船舶を含む） 

※補助金交付申請の締め切りは令和８年３月２日（必着）です 

【補助金の内容】 

・補助対象の経費の１／３以内で、１隻当たり上限１０万円で補助します。 

 ※交付額が予算の上限に達した場合、補助金交付申請の受付を終了します。 
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・沈船-所有者確認 

沈 

船 

の 

処 

理 

補
助
金
の
交
付
申
請 

補
助
金
の
確
定 

補
助
金
の
支
払
い 

注】ＦＲＰ船は、ＦＲＰ船リサイクルシステムにより適正な処理が必要です。処理の手順や費用については、(一)日

本マリン事業協会の登録販売店 (委託マリーナ)にお問い合わせください。(裏面参照) 

 問い合わせ先：岡山県土木部港湾課計画振興班  所在地：岡山市北区内山下 2-4-6 
ＴＥＬ：086-226-7486  E-mail：kowan@pref.okayama.lg.jp 

【事業の流れ】 

【補助対象の経費】 

・FRP 船リサイクルシステムを利用する際の①リサイクル料金、②運賃料金、③その他料金(見

積・諸費用、曳船費・一次運送費、上架費、引取前清掃費、一時保管費、立会費) 

放置等禁止区域において、みだりに船舶を捨て、又は放置する事が禁止され、違反した場合、法令や

条例に基づく罰則等が適用される場合があります。 

令和７年度限り 

・提出書類の確認等         
・交付決定・補助金の支払 

 

令和 7 年４月 1 日～令和 8 年３月 2 日 
・補助金交付申請書・添付書類提出  



 


